
 
科 目 型枠支保工の組立て等作業主任者 足場の組立て等作業主任者 

日 時 令和８年５月 23 日(土)・24 日(日) 令和 8 年 6 月 21 日(日)・22 日(月) 

会 場 あすてっぷＫＯＢＥ セミナー室１ 兵庫区文化センター 講習室 

受講料 7,000 円 7,000 円 

作業の 

 

種 類 

型枠支保工(令 6 条 14 号) 
建物におけるスラブ、けた等のコン
クリート打設に用いる型枠を支持
するため、支柱・はりすじかい等の
部材によって構成される仮設作業、
解体または変更の作業 

足場の組立て（令６条 15 号） 
  つり足場、張出し足場または、

高さが５ｍ以上の構造の足場の組

立て、解体、または変更の作業 

受 講 

 

資 格 

型枠支保工の組立て、解体に関する作業

に３年以上従事した経験を有する者 

①足場の組立て・解体・変更に関する作

業に関し、満 18 歳になってから３年

以上従事した経験を有する者 

②大学・高等専門学校または高等学校に

おいて土木・建築または造船に関する

学科を専攻して卒業した者で当該作

業に関し、２年以上の経験を有する者 

講 習 

 

内 容 

①型枠及び型枠支保工の組立て、解体等

に関する知識(7 時間) 

②工事用設備、機械、器具、作業環境等

に関する知識(3 時間) 

③作業者に対する教育等に関する知識

(1 時間 30 分) 

④関係法令(1 時間 30 分) 

⑤修了試験 

①足場の組立て、解体、変更等に関する

知識（７時間） 

②工事用設備、機械、器具、作業環境等

に関する知識（３時間） 

③作業者に対する教育等に関する知識

（１時間 30 分） 

④関係法令（１時間 30 分） 

⑤修了試験（１時間） 

締 切 令和８年５月８日（金）必着 令和 8 年 6 月８日（月）必着 
 
※受講申請書は各組合・支部の窓口にあります。受講料を添えて申し込みをして下さい。 

※足場・型枠ともに定員は 40 人とします。 

※締切日前でも定員に達し次第、締切とさせていただきます。締切後のキャンセルはできません。（受講料

は返却できません） 

(一社)全兵庫建設業協会  兵庫労働局登録教習機関  

  登録教習機関 登録番号  足場：兵労基安 第２３１号  登録満了：令和 11 年３月 30 日 

               型枠：兵労基安 第２３０号  登録満了：令和 11 年３月 30 日 

                               ※登録満了後も資格は有効です。 

≪後援≫兵庫県建設労働組合連合会                

組合員が受講、合格した場合「資格取得報奨金制度」の支給対象となり、報奨金 3,000 円が支給されます。 

甲南土建労働組合 �����078－851－2251 



別紙 5(令和 4年度以降使用分 )

月   日～

作業主任者技能講習受講申込書

月   日の行なわれる下記講習の受講を申し込みます

受講科目に○印をすること (  )足 場の組立て     (

(  )型枠支保工の組立て  (  )木 材加工用機械

注)・ 住所、 日は正確に記入してくだい。

)地山の掘削・土止支保工

(  )木造建築物の組立て

旧姓または通称の併記を希望する場合、それらが記載されている戸籍謄本、住民票、自動車運

転免許証等の写しを添付してください。 (マイナンバーの記載がないもの)

・受講 申し み締め切 り日以降にキャンセル した場合、号識料は一切返企いた しませんハ

生年

月日

年    月   日

(満  才)
ふりがな

氏 名

併記を希望する

旧姓または通称
有/無旧姓または通称の

併配希望の有無

TEL

T

住 所

足場の場合のみ、いずれかにOをつけること

・足場特別教育を受講済

。とびに係る 1級または 2級技能検定に合格
。その他の足場に係る資格 (       )

職 種

月から現在まで年

イ

年    力月間従事 しています。

受講科 目に関す る

実務経験年数

(受 講資格 は 3年

以上 )

上記、実務経験を有することを証明します

〔連絡先と担当者名〕

TEL

[事業所名称]

[代表者名 ]

⑪

〔事業所所在地〕

上記、実務経験
年数に係る、

事業主の証明

令和   年   月 日

(申請者 )

兵庫労働局長登録教習機関

(一社)全兵庫建設業協会 殿 組合 支部

※以下は記入しないでください。

試 験 成 績 表
修了証番号

専F] 関連 教育 法令 計 合否

′点 点 点 点 点
合 ・ 否 第   号


